
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　原判決を取り消す。
　　　　　被控訴人の請求を棄却する。
　　　　　訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
　　　　　本件につき横浜地方裁判所が昭和四九年三月一二日にした強制執行の停
止決定はこれを取り消す。
　　　　　この判決は前項に限り仮に執行することができる。
　　　　　　　　　事　　　　実
　控訴人は主文と同旨の判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
　当事者双方の主張および証拠の関係は、以下に付加するほか、原判決事実摘示の
とおりであるから、これを引用する。
　（控訴人の主張）
　本件確定判決に対しては、次の理由からも、被控訴人はその主張の債権による相
殺をもつて、請求異議の事由とすることはできない。
　（一）　本件確定判決は、被控訴人が訴外会社から控訴人への債務支払代行のた
め預かつた金員を被控訴人自身の債権回収に充当してはならないことを判示したも
のであつて、相殺についても同様と解すべきである。
　（二）　本件確定判決にかかる被控訴人の債務は、詐害行為取消により生じた特
定性を有する預かり金返還債務であるから、これに対し相殺をもつて対抗すること
は許されない。
　（被控訴人の主張）
　（一）　本件確定判決にかかる事件において、控訴人は債務者代位権にもとづき
訴外会社に代位して同会社の被控訴人に対する預け金返還請求権を行使したもので
ある。したがつて、被控訴人が右返還請求権を受働債権として、その実質上の債権
者である訴外会社に対する反対債権（損害賠償請求権）をもつて相殺をなしうるこ
とは当然である。
　（二）　相殺の許否は相殺の相手方の資力の如何によつて左右されるものではな
い。したがつて、相殺により他の債権者を害する結果となることがあつても、相殺
そのものが詐害行為となるものではない。
　（三）　本件の預かり金返還債務は、いかなる意味においても、特定物の引渡債
務とは性質を異にする。
　　　　　　　　　理　　　　由
　一　本件の控訴人を当該事件の控訴人（第一審原告）とし本件の被控訴人を当該
事件の被控訴人（第一審被告）とする東京高等裁判所昭和四七年（ネ）第二五二九
号詐害行為取消等請求控訴事件につき、被控訴人が控訴人に対し金三五五万円を支
払うべき旨の確定判決（本件確定判決）が存在すること、旧日産プリンス横浜販売
株式会社が昭和四七年八月二一日控訴会社と合併してその権利義務が控訴会社に承
継されたことは、いずれも当事者間に争いがない（以下、右合併前の旧会社と右合
併後の控訴会社とをあわせて控訴人という。）。
　二　成立に争いがない甲第一ないし第三号証によれば、本件確定判決にかかる事
件の概要は次のようなものであることが認められる。すなわち、控訴人は訴外開港
交通株式会社（訴外会社）に対し四〇〇万円以上の自動車売買代金債権を有してい
たが、訴外会社は昭和四三年一一月三〇日その全資産を被控訴人に売り渡し、その
際被控訴人に対し、控訴人に対する右代金債務支払の代行を委託し、その資金とし
て四〇〇万円以上を預けた。当時から訴外会社は多額の負債を有して無資力の状態
にあつたが、被控訴人が訴外会社から買い受けた自動車四七台のうち二二台が昭和
四四年三月頃訴外会社の所有物件として国税滞納処分により差押、公売されたた
め、被控訴人はその価格相当の損害を受けるに至つたので、同年五月一日、訴外会
社と被控訴人とは、前記債務支払代行契約を解除したうえ右預け金の残金三五五万
円を前記差押、公売によつて生じた被控訴人の損害の賠償に充当してこれを訴外会
社に返還しないことを合意した。そこで控訴人は、被控訴人を相手取り、右の債務
支払代行契約の解除および預け金不返還の合意は詐害行為であるとしてその取消を
求めるとともに訴外会社に代位して右預け金の支払を求める訴訟を提起し（横浜地
方裁判所昭和四五年（ワ）第一四五九号。もつとも提訴当時の請求内容は右と異な
つていた。右請求は控訴審で追加されたものである。）、控訴審の東京高等裁判所
は昭和四八年七月三一日控訴人の右請求を認容する判決（ただし、金員の支払につ
いては、控訴人は三八二万余円の支払を請求したが、三五五万円の限度で認容され
た。）をし、同判決は昭和四九年二月二六日上告棄却により確定した。以上のとお



り認められる。
　三　ところが、成立に争いない甲第四ないし第七号証によれば、右訴訟が上告審
に係属中、被控訴人は訴外会社を被告として前記差押、公売によつて生じた損害の
賠償金六八一万四、〇八五円およびこれに対する昭和四八年八月二〇日から完済ま
で年五分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟を提起して（横浜地方裁判所
昭和四八年（ワ）第一〇八七号）、請求認容の判決を得、同判決は昭和四八年一〇
月二三日確定したこと、そこで被控訴人は昭和四九年三月九日到達の内容証明郵便
で訴外会社に対し、本件確定判決にかかる三五五万円の債務と右損害賠償請求権と
を対当額で相殺する旨の意思表示をしたことが認められる。
　四　そこで、右相殺による債務消滅を本件確定判決に対する請求異議の事由とす
ることができるかどうかについて検討する。
　（一）　昭和四四年五月一日訴外会社と被控訴人との間において支払代行契約の
解除および預かり金不返還の合意がなされた当時において、被控訴人が訴外会社に
対し六八一万四、〇八五円の損害賠償請求権を有し、他面訴外会社が被控訴人に対
し預け金残金三五五万円の返還請求権を有していたことは、すでに認定したところ
により明らかであるから、両債権は当時相殺適状にあつたものというべきである。
　（二）　ところで、昭和四四年五月一日訴外会社と被控訴人とは、被控訴人が訴
外会社の控訴人に対する債務支払を代行する旨の支払代行契約を解除するととも
に、訴外会社が被控訴人に預けた右支払代行の資金の残金三五五万円を被控訴人の
訴外会社に対する前記六八一万四、〇八五円の損害賠償請求権の弁済に充当してこ
れを訴外会社に返還しない旨の合意をしたこと、しかるに右支払代行契約の解除お
よび預かり金不返還の合意が本件確定判決により詐害行為として取り消されたこと
も、すでに認定したとおりである。債権者取消権は、本来、総債権者の利益のため
に債務者、受益者間の詐害行為を取り消して債務者の一般財産を回復することを目
的とする制度であるから、本件確定判決が右支払代行契約の解除および預かり金不
返還の合意を詐害行為として取り消した趣旨は、被控訴人の預かり金三五五万円を
被控訴人に対する前記損害の賠償のみに充てることなく、訴外会社に対する総債権
者の利益のためにこれを訴外会社の一般財産中に戻すべきであるとしたものと解す
べきである。なお、本件確定判決のうち控訴人に対する三五五万円の支払を被控訴
人に命じた部分については、取消により復活した訴外会社の被控訴人に対する前記
預け金返還請求権を控訴人が訴外会社に代位して請求するという代位権行使の形式
がとられてはいるが、その実質は、詐害行為取消により、逸出した財産の回復を目
的とするものであるから、詐害行為の取消と一体の関係にあるものというべきであ
る。
　（三）　そうすると、本件において、もし被控訴人の訴外会社に対する損害賠償
請求権をもつて預かり金返還債務を相殺することが認められるとすると、被控訴人
はこの方法によつて被控訴人の損害の賠償に右預かり金を充当したと同様の結果を
実現することが可能となり、本件確定判決が前記合意を詐害行為として取り消した
趣旨は全く没却されることとなるのであつて、このように詐害行為取消の実効を全
く失わしめるような相殺は、その性質上許されるべきものではないと解するのが相
当である。
　（四）　被控訴人は、被控訴人と訴外会社とが相互に反対債権を有している以上
相殺をなしうることは当然であり、相殺により他の債権者を害する結果となるよう
な場合でも相殺は詐害性を有することにはならないと<要旨>主張する。もとより相
殺権は強力な担保機能を保障されており、かつ相殺は単独行為であるから、一般
に</要旨>は相殺の相手方の債権者との関係において相殺が詐害行為とされることも
ないのであるが、本件においては、訴外会社と被控訴人との間における前記預かり
金不返還の合意なるものは、結局、訴外会社、被控訴人間で相互の債権を合意で相
殺する旨の相殺契約であるか、あるいはこれに類似の契約であると認められるの
で、その合意が前記のように本件確定判決により詐害行為として取り消された以
上、たとえ単独行為としての相殺であつても、その後においてこれをすることは、
実質的に本件確定判決の趣旨に牴触するものとして許されないところであるといわ
なければならない。のみならず、本件における預け金返還請求権は、前記のごとく
詐害行為取消の結果、訴外会社の逸出財産の回復のために復活を認められたもので
あるから、その点から考えても、本件のような相殺を許すべき性質のものではない
というべきである。よつて被控訴人の主張は採用することができない。
　（五）　したがつて、被控訴人は右相殺をもつて本件確定判決に対する請求異議
の事由とすることもできないといわなければならない。



　五　以上説示のとおり、被控訴人の本訴請求は失当と認められるから、これと結
論を異にする原判決を取り消して被控訴人の請求を棄却すべきものとし、訴訟費用
の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条を、強制執行停止決定の取消ならびに
仮執行の宣言につき同法第五四八条第一項および第二項を適用して、主文のとおり
判決する。
　（裁判長裁判官　川島一郎　裁判官　小堀勇　裁判官　奈良次郎）


